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日程第１ 議案第７１号

日程第２ 議案第７２号
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令和７年１２月大治町議会定例会
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令和７年１２月１２日 (金) 午前９時４７分開会

大治町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める条例及び大治町放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

大治町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
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１ 開 会 宣 告

２ 審査日程の報告

大治町使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について
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～～～～～～～～ 〇 ～～～～～～～～ 

午前９時47分 開会 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

ただいまの出席委員は６人です。定足数に達していますので、ただいまから文教厚生

常任委員会を開会します。 

これから本日の会議に入ります。 

 

本委員会に付託されました日程第１、議案第71号大治町使用料及び手数料条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

議場で提案説明がありましたので、直ちに質疑に入ります。 

質疑のある方どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

初めに原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

議案第71号を採決します。 

原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

        ［挙手 全員］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

  挙手全員です。したがって、議案第71号は可決すべきものと決定しました。 

 

日程第２、議案第72号大治町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

議場で提案説明がありましたので、直ちに質疑に入ります。 

質疑のある方どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 
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初めに原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

議案第72号を採決します。 

原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

        ［挙手 全員］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

  挙手全員です。したがって、議案第72号は可決すべきものと決定しました。 

 

日程第３、議案第73号大治町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例及び大治町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

議場で提案説明がありましたので、直ちに質疑に入ります。 

質疑のある方どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

初めに原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

議案第73号を採決します。 

原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

        ［挙手 全員］ 

◎文教厚生常任委員長 手嶋 いずみ 

  挙手全員です。したがって、議案第73号は可決すべきものと決定しました。 

以上で文教厚生常任委員会に付託されました全議案の審査は全て終了しましたので、

これで文教厚生常任委員会を閉会いたします。 

～～～～～～～～ 〇 ～～～～～～～～ 

午前９時51分 開会 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

  文教厚生常任委員長  手嶋 いずみ 
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